
 

☆山・旅・諸々 ☆ 

 昨年、山梨県都留市

のほぼ中央に約8キロ

に渡って連なる標高

600ｍ前後の山並み

を、地元の登山愛好会

と都留市が「都留アル

プス」と名付けた。 

都留には親しい友

人がログハウスを所

有しており、時々お世

話になっていること

もあり、早速友人達と

歩いてみた。 

また、この都留アル

プスは富士急行線に

沿うように連なり、都

留市駅から東桂駅ま

での５駅のどこへで

も、下山ルートとして

利用できるので、安心

してハイキングが楽

しめる。 

この日（4/14）は、

谷村発電所から蟻山

（烽火台跡）、白木山、

天神山を経て、元坂か

ら都留文科大学前駅

まで歩いた後、焚火パ

ーティを楽しんだ。 

 現行民法の制度では、人が認知症によって判断能力を

喪失すると、成年後見人をつけない限り、財産を処分し

たりすることは不可能となります。後見人には裁量権が

ほとんどなく、家庭裁判所は被後見人の財産をとにかく

減らさないことしか認めないので、被後見人が元気だっ

た頃に示した意思とは関係なく、極めて硬直的な財産管

理しかできなくなります。 

認知症になると、財産は凍結されてしまい、銀行預金

の解約や不動産や株式の名義移転などは不可能になって

しまいます。 

認知症（被後見状態）になる前に家族信託契約を結び、

信頼できる受託者に権限を委譲しておけば、信託した財

産に関しては、後見人の権限が直接は及ばず、受託者が

信託契約に従って管理や処分を継続的に行うことができ

るようになります。 

委託者が認知症になった後でも、信託契約によって財

産は受託者の名義となっているので、受託者が契約行為

を行うことで、信託財産については委託者が元気であっ

た頃の意思のままに管理や処分を行うことができ、それ

に対して成年後見人が口出しすることはできません。 

家族信託を使うと今まで不可能だったことが、なぜ可

能になるのかというと、これまで我が国の相続や後見と

いった制度を取り仕切ってきた「民法」ではなく、まっ

たく新しい発想で新たに作られた「信託法」という法律

によって、家族信託という名の「契約」で、極めて自由

な財産管理や承継の対策が実現可能となったからです。 

・家族信託は資産家や事業経営者に限らず、誰でも気軽

に利用できる仕組みです。 

・家庭裁判所や信託銀行を介在させることなく、家族間

の契約等で作れる自由な仕組みです。 

・生前の財産管理の手段として、成年後見制度を使わな

い選択肢となり得ます。 

・単なる遺言では出来なかった２次相続以降の資産承継

まで道筋を作ることができます。 
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